
 

産業活動活性化に関する行政評価・監視－中小企業に係る経営革新・創業の推進を中心として― 

結果に基づく勧告に伴う改善措置状況（その後）の概要 

 

 

【調査の実施時期等】  実 施 時 期：平成14年４月～16年１月 

              調査対象機関：財務省、文部科学省、経済産業省 

【勧告日及び勧告先】  平成16年１月19日。財務省、文部科学省及び経済産業省に対し勧告 

【回 答 年 月 日】  財 務 省：平成16年８月26日、文部科学省：平成16年８月17日、経済産業省：平成16年８月16日 

【その後の改善措置   財 務 省：平成18年２月８日、文部科学省：平成18年１月27日、経済産業省：平成18年１月31日 

 状況回答年月日】 

 

 
【行政評価・監視の背景事情等】 

○ 我が国の産業の基盤を形成している中小企業は、企業数の減少、経済環境の変化への対応の遅れ、国内産業の空洞化等により活力が低下 

○ 国は、経営革新と創業の推進を中小企業に係る基本的施策の一つとして位置付け、種々の立法措置(注)等により中小企業の経営革新及び創業を支援

する事業の実施、中小企業支援センター等の支援体制を整備 

○ 中小企業の事業所数等の減少傾向は続き、依然として厳しい状況 

○ この調査は、以上のような状況を踏まえ、中小企業に係る経営革新・創業の推進や関係事業の効果的かつ効率的な実施等を図る観点から、経営革

新・創業支援対策に係る事業の実施状況、経営革新・創業に関する投融資事業等の実施状況、中小企業支援事業の実施状況等を調査し、関係行政の

改善に資するために実施 

（注）・ 中小企業経営革新支援法（平成11年法律第18号。以下「経営革新法」という。） 

・ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成７年法律第47号。以下「創造法」という。） 

・ 新事業創出促進法（平成10年法律第152号） 

※ 上記３法律は、平成17年４月に施行された中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成17年法律第30号）に整理統合されたことにより、廃止されて

いる。 

・ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号。以下「技術移転促進法」という。） 

・ 中小企業指導法（昭和38年法律第147号）を中小企業支援法へと抜本改正（平成12年法律第43号） 
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主  な  勧  告  事  項 関係府省が講じた改善措置状況 

 
 
１ 経営革新支援の的確な実施 
（勧告） 

経済産業省は、中小企業者等の経営革新の計画的かつ着実

な推進及び経営革新補助金の効果的かつ効率的な使用の確

保を図る観点から、以下の措置を講ずることが必要 

① 経営革新計画の承認事業者に対し各種支援措置を重点

的かつ総合的に行うため、承認と支援の計画的実施などの

具体的方策を充実すること。また、都道府県に対し、これ

に基づき、技術的助言を行うこと。 

② 経営革新補助金について、都道府県が補助事業終了後に

おける事業の進ちょく状況を把握・分析・評価し、その結

果に基づき企業化への指導及び助言が行えるよう補助金

交付要綱等の内容を充実すること。また、都道府県に対し、

これらに基づき中小企業者等に対し適切な指導及び助言

を実施するよう指導すること。 
（説明） 

○ 都道府県知事等は、中小企業者等が作成・申請した経営革

新計画を審査・承認。国、都道府県等は、経営革新計画の承

認を受けた事業者に対し、経営革新補助金等の各種支援措置

を実施 

ｏ 経営革新法に基づく経営革新計画の承認件数は9,582件

（平成14年度末現在） 

・ 平成11年度：1,348件、12年度：2,594件、13年度：2,299

件、14年度：3,341件 

・ 国の目標（平成13年６月産業構造改革・雇用対策本部

 
→：「回答」時に確認した改善措置状況 

⇒：「その後の回答」時に確認した改善措置状況 

  

→① 経営革新計画の承認事業者に対する支援については、勧告に基

づき、平成16年６月に、「中小企業の経営革新への対応について」

（平成13年９月20日付け事務連絡）を改正し都道府県に対し通知 

⇒  この通知に基づく支援内容の拡充に向けての各都道府県の取

組状況を把握するため、17年９月の地方経済産業局担当官会議に

おいて、ヒアリングを行った。これを基に各経済産業局担当者に

対し、円滑かつ効率的に取り組んでいる事例（注）については、

各経済産業局から都道府県に対して今後の業務遂行に当たって

の参考として紹介するよう要請 
  （注）都道府県の具体的な取組例 

○ 経営革新計画承認時に、中小企業診断士等外部有識者による承認

審査会を設置して審査を行う。 

○ 経営革新計画終了時に終了企業に対する調査を実施し、目標を達

成した企業等の事例をとりまとめ、ホームページ上で公開する。 
 

⇒② 経営革新補助金については、地方経済産業局担当官会議（平成

16年９月）において、新たな様式の補助事業成果報告書（注）に

ついて説明するとともに、これに基づき補助事業者に適切な指導

及び助言を行うことを周知 
（注）「補助事業成果報告書」に「企業化への課題」及び「その解決方策」

を記載する欄を追加 
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決定）「３年間で２万社の経営革新を実施」 

ｏ 調査した承認130事業者（計画進行中のもの）のうち、

計画どおり事業が進ちょくしているものは53事業者

（41％） 

○ 都道府県は、経営革新補助金の交付を受けた事業の実施状

況を把握し、その企業化への必要な指導・助言を行う。 

・ 調査した経営革新補助金の交付を受けた86事業者のう

ち、製品の販売に至ったものは41事業者（48％）、うち利

益を上げているものは10事業者（12％） 

・ 調査した24都道府県のうち、経営革新補助金の交付を受

けた事業者に対し、企業化への指導・助言を行っているの

は３県 

 
２ 創業支援の的確な実施 
（勧告） 

経済産業省は、中小企業者等の創業の計画的かつ着実な推

進及び創造補助金の効果的かつ効率的な使用の確保を図る

観点から、以下の措置を講ずることが必要 

① 研究開発等事業計画の認定事業者に対し各種支援措置

を重点的かつ総合的に行うため、認定と支援の計画的実施

などの具体的方策を充実すること。また、都道府県に対し、

これに基づき、技術的助言を行うこと。 

② 創造補助金について、補助事業の進ちょく状況の把握結

果を活用する等により都道府県が企業化への指導及び助

言が行えるよう補助金交付要綱等の内容を充実すること。

また、都道府県に対し、これに基づき中小企業者等に対し

適切な指導及び助言を実施するよう指導すること。 
（説明） 

○ 都道府県知事は、中小企業者等又は事業を営んでいない個

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→① 研究開発等事業計画の認定事業者に対する支援については、

平成16年４月、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時

措置法における都道府県の事務等について－都道府県担当部局

のためのマニュアル－2004年版」に支援方策等を盛り込み、都

道府県に通知 

⇒  平成17年４月、創業と経営革新等に対する支援の枠組みの中

で、研究開発からその成果の事業化・市場化までを一貫して支援

することを目的とする、中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律（平成17年法律第30号）の施行により、創造法は廃止 

 

→② 創造補助金については、平成16年４月、補助金実施要領に、関

係機関における情報の共有化等を盛り込むなど見直しを行い、都

道府県に通知 

⇒  創造法の廃止により、創造補助金についても、平成16年度で終 
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人が作成・申請した研究開発等事業計画を審査・認定。国、

都道府県等は研究開発等事業計画の認定を受けた事業者に

対し、創造補助金等の各種支援措置を実施 

ｏ 創造法に基づく研究開発等事業計画の認定件数は9,875

件（平成14年度末現在） 

・ 平成11年度：1,545件、12年度：1,251件、13年度：1,174

件、14年度：1,110件 

・ 国の目標（平成13年９月産業構造改革・雇用対策本部

決定）「開業・創業を５年で倍増（本部決定時18万社/年）」

ｏ 調査した認定271事業者（計画期間が終了したもの）の

うち、計画を達成したものは122事業者（45％） 

○ 都道府県は、創造補助金の交付を受けた事業の実施状況を

把握し、その事業の企業化への必要な指導・助言を行う。 

・ 調査した創造補助金の交付を受けた217事業者のうち、

製品の販売に至ったものは84事業者（39％）、うち利益を

上げているものは16事業者（７％） 

・ 調査した24都道府県のうち、創造補助金の交付を受けた

事業者に対し、企業化への指導・助言を行っているのは５

道府県 

 

３ 経営革新・創業に関する投融資事業、信用保険事業等の的確

な実施等 

(1) ベンチャー創出支援事業 

（勧告） 

経済産業省は、中小企業者の創業・開業を効率的に推進す

る観点から、ベンチャー財団に対し、投資先の経営内容等を

的確に把握し、その結果に対応した的確な措置を講ずるよう

指導すること。 
 

  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 創造的中小企業創出支援事業については、ベンチャー財団に対

し、平成16年１月の創造的中小企業創出支援事業担当者会議におい

て、投資先の経営内容等の把握とその結果に対応した措置等の実施

について、的確に対応するよう指示 

⇒ 平成 17 年３月から４月にかけて全国のベンチャー財団を対象に
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（説明） 

中小企業総合事業団は、ベンチャー財団が社債又は株式の引

受けにより、創造的な事業活動を行う中小企業者に対し資金支

援（投資）を行う場合、当該ベンチャー財団に資金を融通する

ベンチャー創出支援事業を実施（平成13年度末現在の累積投資

額は270億円） 

○ 調査した投資後３年経過した企業（145事業者）の経営は、

深刻な状況（破たん：26事業者、３年連続当期損失：21事業

者、累積欠損が減少傾向にない：15事業者） 

○ 国は、ベンチャー財団に対し、投資先企業の実態等を把握

するよう求めた以外は、経営内容を常態的に把握・分析・評

価し、その結果に応じた的確な措置を講ずる旨の指導は、特

段実施せず 

 
(2) 信用保険事業 

（勧告） 

経済産業省は、経営革新・創業関連の特別保証事業及び

特別保険事業の安定的かつ効率的な実施を図る観点から、

次の措置を講ずることが必要 

① 保証協会に対し、金融機関との連携を強化し、債務の

履行状況報告等を通じ、特に必要と認められる保証委託

者については、期中管理を一層充実させるとともに、代

位弁済が生じた場合には、求償権の回収促進を図ること

について指導すること。 

② 中小企業総合事業団に対し、保証協会における代位弁

済金の回収促進が図られるよう必要な措置を講ずること

により、信用保険部門の財務の健全性の確保を図るよう

指導すること。 

 

創造的中小企業創出支援事業に係る調査を行った結果、16 年１月

の指示を踏まえて 22 ベンチャー財団において、投資先企業のフォ

ロー方法を改善。このうち、投資先企業への訪問頻度を増加させた

ベンチャー財団は 10 財団から 18 財団に増加し、投資先企業のより

詳細な経営内容等の把握が可能となり、更に的確な対策の立案・措

置を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→① 平成16年２月に、各保証協会に対し、具体的対応策を検討する

よう指示 

⇒  この指示を受けて、各保証協会において、平成 17 年８月まで

に、次のような具体的対応策を実施済み。 

ⅰ）期中管理の一層の充実については、金融機関との連携強

化による債務の返済に係る的確な状況把握と早期の対応（40 協

会）、ⅱ）求償権の回収促進については、サービサー（債権回

収専門会社）との連携強化（42 協会）、不動産担保の任意処分

の促進（33 協会）等、個々の中小企業者の実情に応じたきめ細

かな対応を実施 

 

→② 平成16年２月に、中小企業総合事業団に対し、具体的対応策に

ついて検討するよう指示 
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（説明） 

国は、中小企業の信用を補完するため、保証協会が債務保証

する信用保証制度、中小企業総合事業団が保証協会の債務保証

に保険を付す信用保険制度を整備（中小企業の経営革新・創業

の推進を目的とした特別保証は、10種類） 

○ 調査した23保証協会における特別保証の代位弁済は増加

（平成11年度：14億円→13年度：37億円） 

求償権の回収額の割合は低下（平成12年度：2.6％→13年

度：1.8％） 

○ 代位弁済の発生回避を目的に、保証委託者に対して積極的

な指導・助言を行っている保証協会は半数程度 

○ 中小企業総合事業団の信用保険制度に係る特別保険の収

支の赤字が増加（平成11年度：▲13億円→13年度：▲35億円）

 
 
４ 経営革新・創業に関する技術的支援等の的確な実施 

（勧告） 

文部科学省及び経済産業省は、承認ＴＬＯにおける特定研

究成果の民間事業者に対する移転を促進する観点から、承認

ＴＬＯから報告される実施状況報告書等の内容を分析・評価

し、これを踏まえた重点的かつ効果的な指導を行うことがで

きるよう仕組みの整備・改善を行い、これに基づき、活動が

低調な承認ＴＬＯに対し、改善策を講ずるよう指導及び助言

を行うこと。 
（説明） 

国は、技術移転促進法に基づき、特許権等の譲渡により、大

学等における技術に関する研究成果を民間事業者に移転しよ

うとする機関（ＴＬＯ）のうち、事業実施計画が国の基準に合

致するものを承認し、特許料の減免や補助金交付等の助成措置

⇒  この指示を受けて、中小企業金融公庫（平成16年７月１日付け

で中小企業総合事業団保険部門を統合）において、保証協会にお

ける代位弁済金の回収促進を図るため、次の取組を実施 

・ 平成16年度において、46保証協会を対象に現地調査を実施。

このうち19保証協会に対しては、回収促進を重点として調査

し、回収向上策の具体的内容及び回収好調・不調要因について

意見交換を行い、更なる回収向上を要請。この結果は他の保証

協会にも周知 

・ 保証協会の回収担当者を対象に、求償権回収を進める上で必

要となる法制面を中心とした知識の習得や回収促進に対する

意識の高揚を図ることを目的とし、「新破産法」をテーマとし

た法務講演会を全国信用保証協会連合会との共催により実施

したほか、サービサーの職員を対象に「新破産法のポイント」

等について法務講演会を実施 

 

 

 

⇒ 我が国の技術移転体制を抜本的に強化する上での課題を明らか

にすることを目的として、経済産業省において「国立大学の法人化

等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方に関する検討委員会」を

開催し、承認ＴＬＯによる特定研究成果の民間事業者に対する移転

を促進するために必要な取組等を取りまとめ。本取りまとめは、経

済産業省と文部科学省との連携・協力により実施し、活動が低調な

承認ＴＬＯに対して適切な指導及び助言を実施 
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を実施 

○ 承認ＴＬＯは、毎年度、事業実施状況報告書を提出 

・ 承認後２年以上経過した17承認ＴＬＯをみると、ライセ

ンス収入の費用に対する割合は低い（40％超：３機関、40％

以下５％以上：８機関、５％未満：６機関） 

○ 承認ＴＬＯに対する指導・助言の実施状況をみると、①文

部科学省では民間事業者への研究成果の移転についての指

導等は行っておらず、②経済産業省では重点的に指導対象と

する機関の選定が十分に行われていないなど、不十分な状況
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